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　ネットを踏まないように歩くことで、歩行機能・脳力アップを
促進します。 日①12月9日㈫、令和８年1月13日㈫②12月19日㈮、
令和８年1月16日㈮いずれも午後２時～４時 
 場①生涯学習センター②竹丘地域市民センター 
 費100円 問チームりかすて・村松☎０９０-５７６６-０９５３

ふまねっと運動ふまねっと運動

きよせスマホチャレンジ事業 きよせスマホチャレンジ事業 第第33期参加者を募集します期参加者を募集します

清瀬市ねたきり高齢者紙おむつ給付事業清瀬市ねたきり高齢者紙おむつ給付事業

　自分の生活に不足しているのはどんなことか、この機会に振り返
り、フレイル予防の合言葉「～動いて、食べて、人とつながろう～」
を一つでも多く「ちょい足し」で取り入れ、心身共に元気な生活を
心がけていきましょう。今回は、冬の寒さに負けない体づくりを目
指すため、「食べること＝栄養をとる」ポイントを紹介します。

　生後９１日以上の犬には、「毎年１
回（法定期間4月1日～6月30日）狂
犬病予防注射を受けさせ、注射済
票の交付を受けること、注射済票
は必ず首輪等に着けておくこと」
が義務付けられています。まだ今
年度の狂犬病予防注射と注射済
票の交付手続きをされていない飼
い主の方は、お早目に手続きをお
願いします。
◆注射を受けた後には、市窓口に
　て「注射済票」の交付が必要です
　次の①～③を持参して、環境課
窓口で注射済票の交付を受けてく
ださい。 持①注射済証（動物病院
でもらえます）②「狂犬病予防注射
済票交付（再交付）申請書」（2月末
時点で登録済みの方に送付済み）
③注射済票交付手数料550円(現
金のみ)
※医師の判断で注射ができないと

動物病院で診断された
場合は、病院発行の診
断書など、「注射猶予を
証明する書類の写し」
を環境課窓口へ提出
してください。
※飼い犬が死亡したと
きや、転居、転出、飼
い主が変わったときは
届出をしてください。
詳しくは、市ホームページまたは
下記までお問い合わせください。
　死亡届は電話または上記届出フ
ォーム「飼い犬の死亡届」から届出
ができます。
※マイクロチップ登録犬の場合は、
環境省の専用ウェブサイト「犬と
猫のマイクロチップ情報登
録」より手続きをお願いし
ます。 問環境課環境政策
係☎042-497-2099

令和7年度狂犬病予防注射

　おむつ等を業者が直接ご自宅にお届けします。
 対清瀬市に住民登録がある市内在住65歳以上で要介護3
以上かつ、寝たきり等で常時おむつを利用する市民税非
課税の方（生活保護を受給している方、入院中や施設入
所している方は対象外）【利用料】1割負担（月6,000円の
給付限度額内利用分）【申請締切】毎月25日（郵送は25日必着）。
給付開始は、申請月の翌月からとなります。
申 問市役所本庁舎福祉総務課窓口または（申請書は、ホームペー
ジからダウンロード可）郵送で〒204-8511清瀬市中里５丁目
842番地 福祉総務課福祉総務係☎042-497-2056

詳しくは
こちら

「飼い犬の死亡届」
はこちら

「犬と猫のマイクロ
チップ情報登録」
はこちら

　スマートフォンをお持ちでな
い高齢者の方向けに、スマート
フォンを6か月間無償で貸し出
します。基本的な操作方法から、
人気の高い「ＬＩＮＥ」や初心者に
も親しみやすい健康習慣化促進
アプリ「みんチャレ」の紹介な
ど、初めてスマートフォンに触
れる方もスマホ講座で手厚くサ
ポートします。
 対次のすべての要件を満たす
方。先着１００人。
①清瀬市に住民登録がある方
②６５歳以上の方（令和8年３月
３１日時点）
③スマートフォンをお持ちでな

い方
④市が指定する講習会
などに参加できる方
【貸出期間】
令和８年2月講座開始時～7月
 申 問12月1日～令和８年１月３０
日に電話できよせスマホチャレ
ンジコールセンター（清瀬市委託
先）☎0120-630-057（平日午前
９時～午後6時、通話料無料）
※詳しくは、市報１2月１日号と同
時配布のチラシをご覧ください。
※特典として、6回の講習会に
参加など、所定の条件を満たし
た方は、貸し出したスマートフ
ォンを無償で譲渡します。

　予約不要。 日毎週火曜日午後１時３０分～４時３０分 場直清瀬けや
きホール 問電話できよせスマホチャレンジコールセンター（清瀬
市委託先）☎0120-630-057（平日午前９時～午後6時、通話料無料）

　まずは、毎日少しずつでも食べる習慣をつけましょう。合計点が
３点以下の方に気にしてほしい食品が、たんぱく質を多く含む肉や
魚介類などです。お肉が苦手な方は魚でも大丈夫！毎日の食事に加
えてみましょう。

 問介護保険課地域包括ケア係☎042-497-2082

　

　多様な食品を毎日きちんと食べ、栄養不足にならないことが健康
長寿につながります。

「第５次清瀬市長期総合計画　基本構想・基本計画（案）」
 が答申されました

　まちづくりを進めていく上で、最上位の重要な指針となる「第５
次清瀬市長期総合計画（令和８年度～令和１７年度）」を策定するた
め、令和６年１２月に設置された清瀬市長期総合計画策定審議会で
は、澁谷市長より、同計画策定の諮問を受け、今年１０月までの約
１０か月、全８回にわたり審議を重ねてきました。同審議会には、
公募により選出された市民や学識経験者、地域の関係者など、25
人の委員が参加し、「これからの１０年間における清瀬市の方向性」
について議論を深めてきました。そして、１１月１３日、審議会を
通じてまとめられた「第5次清瀬市長期
総合計画 基本構想・基本計画（案）」が、
審議会を代表して東京都立大学 大学教
育センタープレミアム・カレッジ 特任
教授・名誉教授の和田会長より澁谷市
長へ正式に答申されました。今後、市
はこの答申をもとに計画の策定を進め
てまいります。 問未来創造課イノベ
ーション推進係☎042-497-1807

いろいろ食べて健康に！いろいろ食べて健康に！
「年をとったら粗食でいい」は大間違い「年をとったら粗食でいい」は大間違い

フレイル予防の合言葉フレイル予防の合言葉
～動いて、食べて、人とつながろう～～動いて、食べて、人とつながろう～

東京都立大学 大学教育センタープレ
ミアム・カレッジ 特任教授・名誉教
授　和田会長（右）と澁谷市長（左）

スマートフォンのお悩みを相談！スマホサロンも開催中スマートフォンのお悩みを相談！スマホサロンも開催中

※プレフレイルとは、フレイルの前段階の状態のことです。健康とフレイルの間に位置します。

 日頃からフレイル予防を意識して生活していますか？ 日頃からフレイル予防を意識して生活していますか？

詳しくは
こちら


